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◆高齢者と障害者の相談人数（磯子区）
　高齢者と障害者の相談窓口では、
ソーシャルワーカー・保健師が連携し
て、介護保険・介護保険以外のサービ
ス・訪問指導・介護予防・身体障害者
手帳・精神障害者保険福祉手帳・愛の
手帳・自立支援医療・手当・補装具な
どに関することなどさまざまな相談に
応じています。

◆民生委員・児童委員活動件数（磯子区）　
　民生委員・児童委員は、厚生労働大臣から委嘱され、住民の立場に立って様々な相談に
応じ、必要な援助を行うことで地域福祉の増進に努めています。

福　祉　・　保　健

※項目は厚生労働省報告例によります。 （令和４年度）
 〔磯子区福祉保健課〕

〈相談支援〉（分類別） 〈相談支援〉（内容別）

在宅福祉 220件（4.2%）
介護保険 134件（2.6%）

子育て・母子保健
209件（4.0%）
子どもの地域生活
160件（3.1%）
子どもの教育・
学校生活
220件（4.2%）
生活費
61件（1.2%）

家族関係 117件（2.3%）

年金・保険
13件（0.3%）

仕事 4件（0.1%）

健康・保健医療
895件（17.2%）その他

1,338件
（25.8%）

日常的な支援
1,459件
（28.1%）

住居 99件（1.9%）

生活環境 265件（5.1%）

その他 345件（6.6%）

高齢者に関すること
4,131件（79.5%）

障害者に
関すること
133件（2.6%）

子どもに関すること
585件（11.3%）
子どもに関すること
585件（11.3%）

計
5,194 件

計
5,194件

〈令和４年度対象者別相談人数〉

〔磯子区高齢・障害支援課〕

対　象　者 計（人）

高　齢　者 1,879

障害者
身体障害者 3,010
知的障害者 343
精神障害者 2,447

自立支援医療（精神） 4,631
そ　の　他 1,612
合　　　計 13,922
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◆地域ケアプラザ
　地域ケアプラザは、高齢者、子ども、障害のある人など誰もが地域で安心して暮らせるよう、
身近な福祉・保健の拠点として様々な取組を行っている横浜市独自の施設です。地域の皆さん
の福祉・保健活動の支援や交流の場として、部屋の貸し出しや福祉・保健に関する相談の受付
など様々な取組を行っています。

各ケアプラザ名 所在地・連絡先 交通（アクセス）

根岸地域ケアプラザ 磯子区⾺場町１− 42
（電話：751-4801） 「⾺場町」バス停徒歩３分

滝頭地域ケアプラザ 磯子区滝頭２− 30−１
（電話：750-5151）

「滝頭地域ケアプラザ前」バス停目の前
「滝頭」バス停徒歩５分

磯子地域ケアプラザ 磯子区磯子３−１− 22
（電話：758-0180) JR「磯子」駅徒歩 10分

屏風ヶ浦地域ケアプラザ 磯子区森４−１− 17
（電話：750-5411）

京急「屏風浦」駅徒歩５分
「屏風ヶ浦」バス停徒歩５分

新杉田地域ケアプラザ 磯子区新杉田町８−７
（電話：771-3332）

JR・シーサイドライン「新杉田」駅徒歩１分
京急「杉田」駅徒歩７分

洋光台地域ケアプラザ 磯子区洋光台６−７−１
（電話：832-5191）

JR「洋光台」駅徒歩 12分
「洋光台５丁目」バス停徒歩５分

上笹下地域ケアプラザ 磯子区氷取沢町 60− 17
（電話：769-0240）

「上笹下地域ケアプラザ前」バス停徒歩３分
「下ヶ谷」バス停徒歩７分

コラム� 第 4 期磯子区地域福祉保健計画  「スイッチ ON 磯子」
計画期間：令和３年～令和７年度

検　索スイッチON磯子

計画案内役「梅さん」

「スイッチ ON 磯⼦」には
⼀人ひとりが何かを始める
スイッチを押す、という意味
がこめられているんだよ

たくさんの人がこの
計画を意識し、スイッチ
を押す仲間になって
ほしい！

基 

本 

理 

念

基本目標Ⅰ　共に支えあうお互いさまのまち
基本目標Ⅱ　自分らしく健やかに暮らせるまち
基本目標Ⅲ　多様性を認めあい 活動が広がり つながりのあるまち

誰もが幸せに
暮らせるまちを
みんなでめざす

【お問合せ】　磯子区福祉保健課
　　　　　　　電話750-2442　FAX750-2547

「スイッチ ON 磯子」って？
「磯子区地域福祉保健計画」の愛称です。地域の様々な人や団体がつながりあい、誰もが
幸せに暮らせるまちをみんなで目指すための計画です。計画は５年ごとに見直しをしており、
令和３年度から第 4 期計画が推進されています。
どうして計画が必要なの？
少子高齢化や住民同士のつながりの希薄化等の社会情勢の変化により、子育てのしづらさや
社会的孤立、自分や家族だけでは解決できないことが増えています。多様化する地域の課題に
対し、人と人とがつながり、支えあいながら幸せに暮らせる地域を作っていくための計画を策
定し、推進していくことが求められています。
誰がこの計画を進めるの？
住民のみなさま、自治会町内会やボランティアなどの
地域の団体、関係機関、企業、地域ケアプラザ、区役所、
区社会福祉協議会など、磯子区にかかわるすべての人や
団体が、この計画を進めていく主体です。
第４期計画の特徴は？
「多様性を認めあう」という視点を土台とするとともに、
自助・共助・公助それぞれの主体ごとに、取り組む内容を整
理しています。また、計画の具体的推進のために「子ども・
子育て」「障害児者」等、年度毎に推進テーマを設けています。


